
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
併
設
し
て
い

る
飯
島
・
寺
内
・
将
軍
野
の
各
地
域
セ
ン
タ

ー
が
３
月
末
で
廃
止
に
な
り
、
単
独
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
移
行
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
こ
れ
ま
で
ど

お
り
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
地
域
の
サ
ー
ク

ル
や
町
内
会
活
動
な
ど
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

地
域
振
興
課

☎(

８
６
６)

２
０
３
６

協
会
け
ん
ぽ
は
、
お
も
に
中
小
企
業
に
お

勤
め
の
か
た
と
そ
の
ご
家
族
が
加
入
す
る
健

康
保
険
で
す
。
保
険
料
収
入
の
減
少
や
医
療

費
支
出
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
平
成
23
年
４

月
納
付
分
か
ら
健
康
保
険
料
率
を
９
・
54
㌫

(

現
行
９
・
37
㌫)

に
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満

の
か
た
に
対
す
る
介
護
保
険
料
率
を
１
・
51

㌫(

現
行
１
・
50
㌫)

に
引
き
上
げ
ま
す
。

(例)

月
収
20
万
円(

税
引
き
前)

の
か
た
の
健

康
保
険
料
は
月
額
約
170
円
増
、
介
護
保
険
料

は
月
額
約
10
円
増

※
任
意
継
続
被
保
険
者
の
か
た
は
、
事
業
主

負
担
分
も
加
わ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

協
会
け
ん
ぽ(

全
国
健
康

保
険
協
会)

☎(

８
８
３)

１
８
４
１

上
下
水
道
局
で
は
、
計
量
法
で
定
め
る
有

効
期
間
が
満
了
に
な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
交

換
作
業(

無
料)

を
５
月
上
旬
か
ら
12
月
下
旬

ま
で
行
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
世
帯
に
、
４
月
と
５
月
の
検

針
時
に
お
知
ら
せ
票
で
通
知
し
ま
す
。
身
分

証
明
書
を
持
っ
た
秋
田
市
指
定
工
事
業
者
が

伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

上
下
水
道
局
お
客
様
セ
ン

タ
ー
☎(

８
２
３)

８
４
３
１

市
で
は
、
大
雨
に
よ
っ
て
は
ん
ら
ん
し
た

場
合
に
、
浸
水
の
可
能
性
が
あ
る
場
所
な
ど

を
示
し
た
洪
水
避
難
地
図(

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ)

を
作
成
し
ま
し
た
。
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
自
宅
周
辺
の
土
砂
災
害
な
ど
の
危
険
か
所

や
最
寄
り
の
避
難
施
設
、
気
象
・
河
川
情
報

の
入
手
先
な
ど
を
確
認
し
、
災
害
に
備
え
ま

し
ょ
う
。
地
図
は
流
域
世
帯
に
配
布
す
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

ま
た
、
災
害
に
よ
る
危
険
が
予
想
さ
れ
る

場
合
は
避
難
情
報
を
報
道
機
関
に
提
供
す
る

と
と
も
に
、
広
報
車
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

「
防
災
ネ
ッ
ト
あ
き
た
」
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

避
難
す
る
際
に
は
、
近
隣
の
高
齢
者
や
障

が
い
者
な
ど
、
災
害
に
弱
い
立
場
の
か
た
が

た
の
避
難
に
つ
い
て
も
支
援
や
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.city.akita.akita.jp

/city

/g
n
/d
s/h
_m
ap
/

●
問
い
合
わ
せ

防
災
安
全
対
策
課

☎(

８
６
６)

２
０
２
１

少
年
の
悩
み
や
心
配
事
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
来
所
相
談
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
日
時

月
曜
日
の
午
前
10
時
〜
午
後
４

時
、
火
曜
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４

時(

年
末
年
始
、
祝
日
を
除
く)

相
談
場
所

市
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー(

文
化

会
館
４
階)

相
談
専
用
電
話(

８
６
２)

３
２
２
５

千
秋
公
園
を
桜
の
名
所
と
し
て
次
世
代
に

残
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
し
た
「
千
秋

公
園
さ
く
ら
フ
ァ
ン
ド(

基
金)

」
に
、
市
民

の
み
な
さ
ん
か
ら
こ
れ
ま
で
に
約
638
万
円
の

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

市
で
は
、
こ
の
資
金
を
活
用
し
、
桜
の
植

６
千
秋
公
園
さ
く
ら

フ
ァ
ン
ド
に
ご
協
力
を

１
飯
島
・
寺
内
・
将
軍
野

地
域
セ
ン
タ
ー
が
４
月

か
ら
コ
ミ
セ
ン
に
移
行

５
わ
か
く
さ
相
談
電
話

３
水
道
メ
ー
タ
ー
の

交
換
作
業
に
ご
協
力
を

４
太
平
川
の
洪
水
避
難
地

図(

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ)

を
作
成
し
ま
し
た

２
４
月
納
付
分
か
ら

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料

率
が
上
が
り
ま
す

ごみの収集日・出し方・排出
量速報や、ごみ減量の講座・イ
ベントなど情報満載です！
http://www.city.akita.akita.jp
/city/ev/cp/gennryouhp/

ごみ減量・分別情報サイトを
ご利用ください

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

右
上
の
こ
こ
を
ク

リ
ッ
ク
！
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え
替
え
や
保
全
・
育
成
活
動
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。
引
き
続
き
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

寄
付
の
手
続
き

公
園
課(

市
役
所
３
階)

に

あ
る
寄
付
申
込
書
で
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込

書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
ほ
か
、
公
園
課
に
ご
連
絡
い
た
だ

け
れ
ば
こ
ち
ら
か
ら
お
送
り
し
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.city.akita.akita.jp

/city
/u
r/p
c/saku

ra/

●
問
い
合
わ
せ

公
園
課

☎(

８
６
６)

２
１
５
４

フ
ァ
ク
ス(

８
６
６)

２
２
８
２

Ｅ
メ
ー
ルro

-u
rp
c@
city.akita.akita.jp

ご
み
の
不
法
投
棄
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
違
反
し
た
場
合

は
、
５
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金(

法
人
の

場
合
は
３
億
円
以
下)

が
科
せ
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
、

廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

廃
棄
物
対
策
課

☎(

８
６
６)

２
０
７
６

７
見
つ
け
た
ら
連
絡
を

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

４月の第３日曜日は、春の全市一斉清掃の日(あ
きたビューティフル・サンデー)です。町内で力を
合わせ、地域の道路、側溝、公園などを
清掃し、まちをきれいにしましょう。

●集めたごみや汚れているびん・缶・ペットボト
ルは、当日収集します。市指定のごみ袋(家庭ご
み用・資源化物用のどちらでも可)に入れて、正
午まで町内の集積所へ出してください
●粗大ごみや家電リサイクル品は収集しません。
不法投棄されたタイヤやテレビなどは移動しな
いで環境都市推進課へご連絡ください。放置自
転車・車両は移動せずに最寄りの交番へご連絡
ください
●公園課が管理する公園を清掃した場合は、４月
18日(月)以降に公園課へご連絡ください

●４月17日(日)は総合環境センターへごみを自己
搬入することはできません

側溝のフタ上げ機(20台)を貸します

土砂・泥は道路の端に

土のう袋をさしあげます

ごみは正午まで集積所へ

�春の一斉清掃…環境都市推進課☎(863)6632
�道路、側溝の土砂・泥の運搬、側溝のフタ上
げ機の貸出…道路維持課☎(864)3643
�公園の清掃…公園課☎(866)2445

問
い
合
わ
せ

４月17日(日)は

春の全市一斉清掃

土のう袋が必要な町内は、枚数を取りまとめ、
町内会長さんあてにお送りした封筒を必ず持って、
４月11日(月)から15日(金)までに、各地域センタ
ー、土崎・東部・南部・北部公民館、土崎支所、
西部市民サービスセンター、河辺・雄和市民セン
ター、岩見三内・大正寺連絡所、道路維持課(寺内
字蛭根85-９)へお越しください。

道路や側溝から出た土砂・泥は土のう袋に入れ、
交通の妨げにならない場所へまとめて置き、清掃
終了後、道路維持課へご連絡ください。土のう袋
に、ごみ、缶、ペットボトルは入れないでください。
市内全域の土砂・泥を収集し終わるまでには数日
かかりますのでご了承ください。

フタ付き側溝の清掃にフタ上げ
機をお貸しします。数に限りがあ
りますので、お早めに道路維持課
へご相談ください。

児童扶養手当の額が
変わります

受給者のみなさんへ

平成23年度の児童扶養手当の額が４月分か
ら0.4㌫引き下がり、下表のとおりになります。
児童扶養手当は、年平均の全国消費者物価指数
の変動に応じて、その翌年の４月以降の手当額
が改正される「自動物価スライド制」を採用し
ています。

児童家庭課☎(866)2094問い合わせ

●加算額は、児童２人目は5,000円、３人目
以上は１人につき3,000円で、これまでと
変わりません。
●児童扶養手当は、受給者本人の所得や同居し
ている父母・祖父母・兄弟姉妹などの所得に
よって支給されない場合があります。

４月分から

監視カメラ
「みてるくん」
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